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2 自立活動：障害に基づく困難を主体的に改善・克服するために必要な知識技能等を養う領域。 

２ 研究、研修の充実による教員の指導力の向上 

現状と課題 

○ 地区別特別支援教育コーディネーター研修会では、事例を挙げてその対応等につい

て研修していますが、普通科高校や専門高校、全日制高校や定時制高校など、在籍す

る生徒の状況や学習内容が異なり、一律な研修では対応等が難しい状況があります。 

 

○ 高等学校等では、特別支援学校のセンター的機能を利用するなどして、研究会や研

修会に関わる情報をより多く集め、特別な支援を必要とする生徒の指導方法等につい

て、研究・研修の充実を図り、特別支援教育の基礎的な知識・技能を獲得することが

求められています。 

 

○ 特別な支援を必要とする生徒の指導内容・方法等の理解が、全ての教員に定着でき

るよう、授業改善や教員の指導力の向上を図ることが望まれます。 

 

推進方策 

(1) 全ての教員が特別支援教育の必要性を理解し、基礎的な支援ができるように、研修

を幅広く実施します。 

 

＊ 管理職に対し、特別支援教育の理解を深め、リーダーシップを発揮できるよう

特別支援教育理解促進のための研修を行います。 

 

＊ 県総合教育センターからの校内研修への講師派遣等も含めて特別支援教育に係

る研修拡大を図り、全ての高等学校等の教職員が研修するように取り組みます。 

 

＊ 県総合教育センターでは、特別支援教育を必要とする生徒が在籍している学校や

大学と連携して、ユニバーサルデザインの授業などについての研修を進めます。 

 

＊ 県教育委員会は、主催する研修会や関係機関の開催する教員研修等について、私

立高等学校を所管する関係部局等と連携して関係する教職員の参加を呼びかける

など、私立高等学校等へも支援を行っていきます。 

 

(2) 特別な支援を必要とする生徒に対して、一人一人の特性に配慮した指導・支援を行

うため、特別支援学校の自立活動 2等を参考にして、授業内容などの配慮や工夫に

ついて研究します。 

 

(3) 障害のある生徒が高等学校において適切な支援を受けるための合理的配慮に向け

て、人的配置や環境整備の充実について検討していきます。 

 

(4) 高等学校等に研究校を指定して、特別な支援を必要とする生徒の指導・支援の研究

を進めることについて検討します。 
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２ 高等学校と特別支援学校との人事交流 

現状と課題 

○ 高等学校と特別支援学校との人事交流を行うことにより、双方の学校における指

導や支援の専門性を高めていくことが望まれています。 

 

推進方策 

(1) 新たな取組として、高等学校の教員が特別な支援の必要な生徒への指導や支援の

仕方などの力を高めるよう、高等特別支援学校等との人事交流を始めます。 

 

＊ 高等学校の特別支援教育を推進するリーダーとして活躍できる教員の育成を促

進します。 

 

 
＜参考＞ 

【県立高等学校における取組】 

  県立高等学校再編整備計画の成果と課題―特色ある県立高等学校づくり検討

会議報告書―平成 25 年３月（愛知県教育委員会）の中でも「高等学校における

特別支援教育の推進」として、以下のとおり検討してきました。 

 
 

◇ 高等学校における特別支援教育を一層推進するため、各学校は研修の

充実に努めるとともに、今後も各地区において特別支援教育コーディ

ネーター研修会などを開催し、各地域における特別支援学校と高等学校

との連携を進める。 

 

◇ 中学校や医療機関などの外部機関との連携を図り、高等学校に在籍す

る特別な支援を必要とする生徒の個別の教育支援計画を策定し、社会

的・職業的自立に向けたより適切な指導・支援ができるよう、体制づく

りを推進していく。 

 

◇ 専門高校の施設・設備を活用して、比較的軽度な障害のある生徒に対

する実習を行ったり、高等学校の空き教室を特別支援学校の分教室とし

て活用し知的障害のある生徒を受け入れたりすることを検討し、ノーマ

ライゼーションの理念の実現に向けた体制作りを目指す。 

 


